
  

理 

由 

 

近
年
の
有
用
な
植
物
を
害
す
る
動
植
物
の
国
内
外
に
お
け
る
発
生
の
状
況
に
対
応
し
て
植
物
防
疫
を
的
確
に
実
施
す
る
た

め
、
有
害
動
植
物
の
国
内
へ
の
侵
入
状
況
等
に
関
す
る
調
査
事
業
の
実
施
、
防
除
内
容
等
に
係
る
基
準
の
作
成
等
に
よ
る
緊
急

防
除
の
迅
速
化
、
有
害
動
植
物
の
発
生
予
防
を
含
め
た
防
除
に
関
す
る
農
業
者
へ
の
勧
告
、
命
令
等
の
措
置
の
導
入
、
輸
出
入

検
疫
等
に
お
け
る
対
象
物
品
の
範
囲
及
び
植
物
防
疫
官
の
権
限
の
拡
充
、
農
林
水
産
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
に
よ
る
輸
出
検

査
の
一
部
の
実
施
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


